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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成27年７月31日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正

するため、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

（３）本株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

　②本株式交換に係る割当ての内容

　（注３）単元未満株式の取扱い

 

３【訂正内容】

訂正箇所は　　　（下線）を付して表示しております。

 

（訂正前）

　（注３）単元未満株式の取扱い

　本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100株未満の株式）を所有することとなるJKCMの株主において

は、当該単元未満株式について、その株式数に応じて本株式交換効力発生日以降の日を基準日とする当社の配

当金を受領する権利を有することになりますが、金融商品取引所において当該単元未満株式を売却することは

できません。当社の単元未満株式を所有することとなる株主においては、以下の制度が利用可能です。

　①　単元未満株式の買取制度（100株未満株式の売却）

　会社法第194条第１項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主が、当社に対してその保有する単

元未満株式を買い取ることを請求することができる制度です。

（以下省略）

 

（訂正後）

　（注３）単元未満株式の取扱い

　本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100株未満の株式）を所有することとなるJKCMの株主において

は、当該単元未満株式について、その株式数に応じて本株式交換効力発生日以降の日を基準日とする当社の配

当金を受領する権利を有することになりますが、金融商品取引所において当該単元未満株式を売却することは

できません。当社の単元未満株式を所有することとなる株主においては、以下の制度が利用可能です。

　①　単元未満株式の買取制度（100株未満株式の売却）

　会社法第192条第１項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主が、当社に対してその保有する単

元未満株式を買い取ることを請求することができる制度です。

（以下省略）

 

以　上
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